
 

 

様式第４号（第５条関係） 

定住誓約書 

  

 矢掛町の定住促進に係る矢掛町定住促進助成金の交付にあたり，矢掛町定住促

進助成金交付要綱（以下「要綱」という。）を遵守して第３条第１号の規定に従

うとともに，要綱第５条の規定に基づき定住誓約書を提出いたします。 

なお，要綱第９条の規定に該当し，助成金の返還を命じられた場合には，要綱

に基づき所定の助成金返還義務を負うことに異存ありません。 

  

       年  月  日 

  矢掛町長      様 

   

住 所                

氏 名                  実印 

生年月日    年  月  日（  歳） 

連絡先  TEL             

印鑑登録証番号 

 

 【参考】 

第 ９条  町長は ，助成 金の交 付決定 を受け た者（ 以下「 助成決 定者」 という 。）が ，次の 各号の いずれ か

に 該当す るとき は，町 長がや むを得 ないと 認める 場合を 除き， 経過年 数によ り別表 第２に 定める 助成金

の 返還を 命じる ことが できる 。  

（ １）  当該助 成によ り建築 した住 宅を助 成金の 交付を 受けた 日から １０年 未満で 取り壊 し，貸 与し又 は

売 却した とき。  

（ ２）  助成金 の交付 を受け た日か ら１０ 年未満 で転居 又は転 出した とき。  

２  町長 は，助 成決定 者のう ち三世 代助成 金の交 付決定 を受け た者が １０年 未満に 三世代 でなく なった と

き は，経 過年数 により 別表第 ３に定 める助 成金の 返還を 命じる ことが できる 。ただ し，死 亡又は 進学等

の やむを 得ない 場合を 除く。  

３  前２ 項の規 定にか かわら ず，町 長は， 交付決 定者が 偽りそ の他不 正な手 段によ り助成 金の交 付を受 け

た ことを 知った ときは ，交付 額の全 部を返 還する よう命 ずるこ とがで きるも のとす る。  

４  助成 決定者 は，第 １項の 各号の いずれ か又は 第２項 に該当 するこ ととな ったと きは， 速やか に町長 へ

申 し出な ければ ならな い。  

５  町長 は，第 １項か ら第３ 項のい ずれか の規定 により 助成金 の返還 を命じ る場合 は，矢 掛町定 住促進 助

成 金返還 命令書 （様式 第７号 ）によ り助成 決定者 に通知 するも のとす る。  

    －    


